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事前調査の実施 
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工事着工不可  ・  工事着工可 

 

本発掘調査の実施 

 

 
工事着工不可  ・  工事着工可 

土木工事にかかる埋蔵文化財の取扱いの流れ 

土地を掘削して半恒久的な工作物を設置する場合
は、当該地に遺跡が埋蔵されているかどうか、市
教育委員会に問い合わせをお願いします。 
この際、工事計画が１㎡程度であっても既に遺跡が
存在するとされている地域（周知遺跡）内であれ
ば、文化財保護法９３条に基づく届出が必要になり
ます。 
（災害等の緊急時は除きます） 

 

該当する • 該当しない 「周知遺跡外の場合」のフローチャートへ 

 

〔埋蔵文化財包蔵地（周知遺跡）の場合〕 

① 由布市教育委員会を経由して大分県庁文化課へ進達し
ますので、由布市分と進達用として届出書類は2部、 準
備をお願いします。 
※届出様式については、大分県ＨＰ（申請・届出
のバナー）からダウンロードしてください。 

 

② 工作物の位置、工法等について遺跡に影響が及ばない
工夫ができないか協議を行います。 
また、実際に土地を掘削して調査を行う「確認調査」
が必要な場合はご協力をお願いします。 

 
 

③ 調査費用は全額市教育委員会で負担します。 
土地所有者の同意が必要となるので、承諾書の提出を
お願いします。 
確認調査実施に際しては、立会いをお願いします。 

 

④ 調査結果をもとに、現状保存が可能かどうか協議の場を
設けます。調査結果から現状保存の必要がない場合等、
特に問題がなければ大分県文化課からの指導事項 の文
書を待ちます。 

 
 

大分県文化課からの指導事項の連絡が入ります。 
 

 

⑤ 現状保存が困難である場合、本調査を行って記録上で
保存措置を行います。 
この調査にかかる経費については、原因者の方に協力
をお願いしています。 

  

本調査の結果、特に保存すべき貴重な遺跡とは認めら
れない場合は、工事着工となります。 
しかし、地域の歴史上、また学術上貴重な遺跡である 
ことが判明した場合、調査を一時中止して現状保存に
ついて再協議を行います。 

⑥ 
埋蔵文化財の保護について合意した場合、現状保存と
なります。 

 

現状保存 

埋蔵文化財有無の照会 
（周知遺跡に該当するかどうか） 

工事計画 



 工事着工可 

 

協 議 

 

工事中の不時発見 

事前調査の実施 
 

 

協 議 

 

周知遺跡に該当しない 

〔周知遺跡外の場合〕 
 

① 「遺跡分布図」等により、周知遺跡の包蔵地外である
場合、文化財保護法による届出の必要はありません。 

 
 

周知遺跡外＝遺跡がない、というわけではありませ 
② ん。未調査で遺跡があるかどうかわからない地域で

あることを示しています。 
周辺の遺跡の分布状況、地形、過去の調査実績等か
ら、埋蔵文化財が包蔵されている可能性が高い場合
もあります。 

 

③ ②の協議の中で、事前に掘削を伴う調査が必要と
判断された場合、試掘調査を実施します。 
（これに係る費用は市教育委員会が負担します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺跡の存在が確認された場合、 

〔埋蔵文化財包蔵地（周知遺跡）の場合〕 
の②以下の手順に従います。 

 

 

 
埋蔵文化財はその性質上、一度破壊されれば二度と復原することはできません。 
国民共有の財産であるとの認識にたち、その保護のため、ご理解とご協力をお願いします。 


